
職 職 ― １ ０

令和５年１月２０日

人 事 院 事 務 総 長

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ

いて（通知）

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―

３２８）」の一部を下記のとおり改正したので、令和５年４月１日以降は、これ

によってください。

なお、人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務時

間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院規則）附則第３条の規定により行う

同規則による改正後の人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）

第３条第５項の人事院との協議については、改正後の第３の第７項及び第８項の

規定によってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないも



のは、これを削り、改正前欄に掲げる標記部分に傍線を付した別紙で改正後欄に

これに対応する別紙を掲げていないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

第３ 勤務時間法第６条第３項の規 第３ 勤務時間法第６条第３項の規

定に基づく勤務時間の割振り並び 定に基づく勤務時間の割振り並び

に同条第４項の規定に基づく週休 に同条第４項の規定に基づく週休

日及び勤務時間の割振り関係 日及び勤務時間の割振りの基準等

関係

１ 規則第３条第１項第１号イの １ 規則第３条第１項第１号の

「人事院の定める日」は、次の 「人事院の定める日」は、次の

とおりとする。 とおりとする。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

２ 規則第３条第２項の規定によ （新設）

る人事院との協議は、次の事項

を記載した文書により、事前に

相当の期間をおいて行うものと

する。

⑴ 協議の対象となる職員が占

める官職及びその職務内容

⑵ 規則第３条第２項又は第４

条第２項第２号の規定を適用

しようとする理由

⑶ その他必要な事項

３・４ （略） ２・３ （略）

（削る） ４ 規則第３条第２項第２号の規

定による人事院との協議は、次



の事項を記載した文書により、

事前に相当の期間をおいて行う

ものとする。

⑴ 協議の対象となる職員が占

める官職及びその職務内容

⑵ 規則第３条第２項の規定を

適用しようとする理由

⑶ その他必要な事項

５ 規則第３条第３項（規則第４ ５ 規則第３条第３項（規則第４

条の３第２項において準用する 条の３第２項において準用する

場合を含む。）の規定により当 場合を含む。）の規定により当

該規定に規定する基準によらな 該規定に規定する基準によらな

いことができるのは、当該定年 いことができるのは、当該定年

前再任用短時間勤務職員等（規 前再任用短時間勤務職員等（規

則第３条第１項第１号イに規定 則第３条第１項第１号に規定す

する定年前再任用短時間勤務職 る定年前再任用短時間勤務職員

員等をいう。以下同じ。）の業 等をいう。以下同じ。）の業務

務内容、勤務する部局又は機関 内容、勤務する部局又は機関の

の他の職員の勤務時間帯等を考 他の職員の勤務時間帯等を考慮

慮して公務の運営に必要と認め して公務の運営に必要と認めら

られる範囲内に限る。 れる範囲内に限る。

６ 規則第３条第４項（規則第４ ６ 規則第３条第４項（規則第４

条の３第２項において準用する 条の３第２項において準用する

場合を含む。以下この項におい 場合を含む。以下この項におい

て同じ。）の「人事院の定める て同じ。）の「人事院の定める

場合」は、次に掲げる場合と 場合」は、次に掲げる場合と



し、規則第３条第４項の規定に し、規則第３条第４項の規定に

よる勤務時間の割振りは、必要 より同項に規定する基準によら

と認められる範囲内で、同条第 ないことができるのは、当該場

１項第２号又は第２項第１号ロ 合の区分に応じ、それぞれ、⑴

若しくは第２号ロに定める基準 の規定により始業若しくは終業

によらないことができるものと の時刻を設定し、⑵の規定によ

する。 り休憩時間を延長し、又は⑶の

規定により休憩時間を置き、若

しくは延長するために必要と認

められる範囲内に限る。この場

合において、各省各庁の長は、

⑶の申出について確認する必要

があると認めるときは、当該申

出をした職員に照会するなどそ

の内容について確認するものと

する。

⑴ 超過勤務（規則第１６条に ⑴ 超過勤務（規則第１６条に

規定する超過勤務をいう。以 規定する超過勤務をいう。以

下同じ。）による職員の疲労 下同じ。）による職員の疲労

の蓄積を防ぐため、始業の時 の蓄積を防ぐため、始業の時

刻を規則第３条第１項第２号 刻を規則第３条第１項第２号

又は第２項第１号ロ若しくは 又は第２項第１号ロ、第２号

第２号ロに規定する各省各庁 ロ若しくは第３号（規則第４

の長があらかじめ定める連続 条の３第２項において準用す

する時間（以下「コアタイム る場合にあっては、同条第１

等」という。）の始まる時刻 項第３号）に規定する各省各



より後に設定し、又は終業の 庁の長があらかじめ定める連

時刻をコアタイム等の終わる 続する時間（以下「コアタイ

時刻より前に設定する必要が ム等」という。）の始まる時

ある場合 刻より後に設定し、又は終業

の時刻をコアタイム等の終わ

る時刻より前に設定する必要

がある場合

⑵ 職員が勤務時間の一部の時 ⑵ 職員が規則第４条第２項

間帯において在宅勤務（職員 （規則第４条の３第２項にお

の住居における勤務をいう。 いて準用する場合にあって

第６の第４項において同 は、規則第４条の４第３項）

じ。）を行う場合において、 の規定により割り振られる勤

当該職員の住居と通常の勤務 務時間の一部の時間帯におい

場所との間の移動のため、コ て在宅勤務（職員の住居にお

アタイム等の時間帯に休憩時 ける勤務をいう。第６の第４

間（標準休憩時間（規則第３ 項において同じ。）を行う場

条第１項第２号に規定する標 合（当該時間帯の直前又は直

準休憩時間をいう。以下同 後に置く第２２項の規定によ

じ。）の時間に当該移動に要 りあらかじめ周知した休憩時

する時間を加えた時間を超え 間に職員の住居と通常の勤務

ない範囲内のものであって、 場所との間の移動が必要とな

当該在宅勤務を行う時間帯の る場合に限る。）において、

直前又は直後に置かれるもの 当該休憩時間を当該移動に要

に限る。）を置く必要がある する時間を超えない範囲内に

とき。 おいて延長する必要があると

き。



⑶ 規則第４条の５の２に規定 ⑶ 規則第４条の５の２に規定

する職員の休憩に必要と認め する職員が、第６の第３項若

られる時間を確保するため、 しくは第６項の規定によりコ

コアタイム等の時間帯に休憩 アタイム等の始まる時刻から

時間を置く必要がある場合 終わる時刻までの間に休憩時

間を置く必要がある場合又は

休憩に必要な時間を確保する

ために規則第７条第１項若し

くは第２項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。第

６の第３項及び第６項におい

て同じ。）の規定による休憩

時間を延長する必要がある場

合（当該休憩時間の延長につ

いて当該職員から申出があ

り、かつ、公務の運営に支障

がないと認められる場合に限

る。）

７ 規則第３条第５項（規則第４ （新設）

条の３第２項において準用する

場合を含む。次項及び第９項に

おいて同じ。）の規定による人

事院との協議は、次の事項を記

載した文書により、事前に相当

の期間をおいて行うものとす

る。当該人事院との協議をして



定めた別段の定めを変更する場

合においても、同様とする。

⑴ 別段の定めの内容

⑵ 別段の定めによることとす

る職員の範囲

⑶ 別段の定めによることが公

務の能率の向上に資すると認

める理由

⑷ 別段の定めによることが職

員の健康及び福祉に重大な影

響を及ぼすおそれがないと認

める理由

⑸ その他必要な事項

８ 各省各庁の長は、規則第３条 （新設）

第５項の規定により人事院との

協議をして定めた別段の定めに

よる必要がなくなった場合に

は、速やかにその旨を人事院に

報告するものとする。

９ 規則第３条第５項の「人事院 （新設）

が定める基準」は、別段の定め

が、深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。以

下この項において同じ。）に係

る勤務についてのものとして、

規則第３条第５項に定める場合



に該当するものであって、か

つ、次のいずれにも適合するよ

うに勤務時間を割り振るもので

あることとする。

⑴ 当該深夜における勤務時間

を、業務上必要最小限のもの

となるように割り振ること。

⑵ 当該深夜の属する両日の勤

務時間が、次のいずれかに適

合すること。

ア 午前５時から標準休憩時

間の終わる時刻までの時間

帯を含まないこと。

イ 標準勤務時間（各省各庁

の長が、職員が勤務する部

局又は機関の職員の勤務時

間帯等を考慮して、７時間

４５分となるように定める

標準的な１日の勤務時間を

いう。以下同じ。）の始ま

る時刻から終わる時刻まで

の時間帯を含まないこと。

ウ 標準休憩時間の始まる時

刻から午後１０時までの時

間帯を含まないこと。

１０ （略） ７ （略）



１１ 定年前再任用短時間勤務職 ８ 定年前再任用短時間勤務職員

員等については、単位期間（勤 等については、単位期間（規則

務時間法第６条第３項に規定す 第４条の２に規定する単位期間

る単位期間をいう。以下同 をいう。第４の第１項を除き、

じ。）に休日があることその他 以下同じ。）に休日があること

の事情によりやむを得ない場合 その他の事情によりやむを得な

には、必要と認められる範囲内 い場合には、必要と認められる

において、前項の規定によらな 範囲内において、前項の規定に

いことができる。 よらないことができる。

１２ 規則第４条第２項の規定に ９ 規則第４条第２項の規定によ

よる勤務時間の割振り並びに規 る勤務時間の割振り並びに規則

則第４条の４第３項の規定によ 第４条の４第３項の規定による

る週休日の設定及び勤務時間の 週休日の設定及び勤務時間の割

割振りは、単位期間の開始以前 振りは、単位期間の開始以前に

に行うものとする。 行うものとし、規則第４条第２

項の規定による勤務時間の割振

りは、できる限り、単位期間が

始まる日の前日から起算して１

週間前の日までに行うものとす

る。

１３ 規則第４条第２項第１号後 １０ 規則第４条第２項第１号後

段の規定による勤務時間の割振 段の規定による勤務時間の割振

りは、次に定める基準に適合す りは、次に定める基準に適合す

るように行うものとする。この るように行うものとする。この

場合において、申告どおりに勤 場合において、申告どおりに勤

務時間を割り振ると公務の運営 務時間を割り振ると公務の運営



に支障が生ずる日について勤務 に支障が生ずる日について勤務

時間数を変更して勤務時間を割 時間数を変更して勤務時間を割

り振るときは、必要な限度にお り振るときは、必要な限度にお

いて、当該支障が生ずる日以外 いて、当該支障が生ずる日以外

の日について勤務時間数を変更 の日について勤務時間数を変更

して勤務時間を割り振るものと して勤務時間を割り振るものと

する。 する。

⑴ 申告された勤務時間を延長 ⑴ 申告された勤務時間を延長

して勤務時間を割り振る日に して勤務時間を割り振る日に

ついては、延長後の勤務時間 ついては、延長後の勤務時間

が７時間４５分（定年前再任 が７時間４５分（定年前再任

用短時間勤務職員等にあって 用短時間勤務職員等にあって

は、その者の単位期間ごとの は、その者の単位期間ごとの

期間における勤務時間を当該 期間における勤務時間を当該

期間における勤務時間法第６ 期間における勤務時間法第６

条第１項の規定による週休日 条第１項の規定による週休日

以外の日の日数で除して得た 以外の日の日数で除して得た

時間。以下この⑴、第１６項 時間。以下この⑴、第１３項

⑴ア及び第２０項⑴において ⑴ア及び第１７項⑴において

同じ。）を超えないように 同じ。）を超えないように

し、申告された勤務時間を短 し、申告された勤務時間を短

縮して勤務時間を割り振る日 縮して勤務時間を割り振る日

については、短縮後の勤務時 については、短縮後の勤務時

間が７時間４５分を下回らな 間が７時間４５分を下回らな

いようにすること。 いようにすること。

⑵ 始業の時刻は、申告された ⑵ 始業の時刻は、申告された



始業の時刻、標準勤務時間の 始業の時刻、標準勤務時間

始まる時刻又は官庁執務時間 （各省各庁の長が、職員が勤

（大正１１年閣令第６号（官 務する部局又は機関の職員の

庁執務時間並休暇に関する 勤務時間帯等を考慮して、７

件）第１項に定める官庁の執 時間４５分となるように定め

務時間をいう。以下同じ。） る標準的な１日の勤務時間を

の始まる時刻のうち最も早い いう。以下同じ。）の始まる

時刻以後に設定し、かつ、終 時刻又は官庁執務時間（大正

業の時刻は、申告された終業 １１年閣令第６号（官庁執務

の時刻、標準勤務時間の終わ 時間並休暇に関する件）第１

る時刻又は官庁執務時間の終 項に定める官庁の執務時間を

わる時刻のうち最も遅い時刻 いう。以下同じ。）の始まる

以前に設定すること。 時刻のうち最も早い時刻以後

に設定し、かつ、終業の時刻

は、申告された終業の時刻、

標準勤務時間の終わる時刻又

は官庁執務時間の終わる時刻

のうち最も遅い時刻以前に設

定すること。

１４ （略） １１ （略）

１５ 規則第４条第２項第１号の １２ 規則第４条第２項第１号の

規定により割り振られた勤務時 規定により割り振られた勤務時

間に係る同条第３項第３号の場 間に係る同条第３項第２号の場

合における変更は、各省各庁の 合における変更は、各省各庁の

長が当該勤務時間を変更しなけ 長が当該勤務時間を変更しなけ

れば公務の運営に著しい支障が れば公務の運営に著しい支障が



生ずると認める場合に限るもの 生ずると認める場合に限るもの

とし、かつ、第１３項⑴及び⑵ とし、かつ、第１０項⑴及び⑵

に定める基準に適合するように に定める基準に適合するように

行うものとする。この場合にお 行うものとする。この場合にお

いて、勤務時間の割振りを変更 いて、勤務時間の割振りを変更

しようとする日（以下「変更 しようとする日（以下「変更

日」という。）について既に割 日」という。）について既に割

り振られている勤務時間数を変 り振られている勤務時間数を変

更して勤務時間を割り振るとき 更して勤務時間を割り振るとき

は、必要な限度において、当該 は、必要な限度において、当該

変更日以外の日について既に割 変更日以外の日について既に割

り振られている勤務時間数を変 り振られている勤務時間数を変

更して勤務時間を割り振ること 更して勤務時間を割り振ること

ができるものとし、その日の選 ができるものとし、その日の選

択及び勤務時間の割振りの変更 択及び勤務時間の割振りの変更

に当たっては、できる限り、職 に当たっては、できる限り、職

員の希望を考慮するものとす 員の希望を考慮するものとす

る。 る。

１６ 規則第４条第２項第２号の １３ 規則第４条第２項第２号の

規定により割り振られた勤務時 規定により割り振られた勤務時

間に係る同条第３項第３号の場 間に係る同条第３項第２号の場

合における変更は、次に定める 合における変更は、次に定める

ところによる。 ところによる。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

１７ 規則第４条第４項（規則第 １４ 規則第４条第４項（規則第

４条の４第５項において準用す ４条の４第５項において準用す



る場合を含む。）の申告簿及び る場合を含む。）の申告簿及び

割振り簿については、次に定め 割振り簿については、次に定め

るところによる。 るところによる。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

（削る） ⑶ 申告簿及び割振り簿を作成

する際の参考例を示せば、別

紙第１のとおりである。

１８ （略） １５ （略）

１９ 職員は、規則第４条の４第 １６ 職員は、規則第４条の４第

１項の規定による申告に当たっ １項の規定による申告に当たっ

ては、次に定めるところによ ては、次に定めるところによ

り、状況届を提出するものとす り、状況届を提出するものとす

る。 る。

⑴ 状況届は、各省各庁の長が ⑴ 状況届は、各省各庁の長が

作成し、次に掲げる記載事項 作成し、次に掲げる記載事項

の欄を設けるものとする。 の欄を設けるものとする。

ア （略） ア （略）

イ 当該申告に係る子（勤務 イ 当該申告に係る子（勤務

時間法第６条第４項第１号 時間法第６条第４項第１号

において子に含まれるもの において子に含まれるもの

とされる者を含む。第２３ とされる者を含む。第２０

項⑶及び⑷を除き、以下同 項⑶及び⑷を除き、以下同

じ。）の氏名、職員との同 じ。）の氏名、職員との同

居又は別居の別、職員との 居又は別居の別、職員との

続柄等（当該子が勤務時間 続柄等（当該子が勤務時間

法第６条第４項第１号にお 法第６条第４項第１号にお



いて子に含まれるものとさ いて子に含まれるものとさ

れる者である場合にあって れる者である場合にあって

は、その事実）、生年月日 は、その事実）、生年月日

及び養子縁組の効力が生じ 及び養子縁組の効力が生じ

た日 た日

ウ 当該申告に係る要介護者 ウ 当該申告に係る要介護者

（規則第４条の５第３項第 （規則第４条の５第３項第

２号に規定する日常生活を ２号に規定する日常生活を

営むのに支障がある者をい 営むのに支障がある者をい

う。第２２項、別紙第１及 う。第１９項、別紙第１の

び別紙第１の２において同 ２及び別紙第１の３におい

じ。）の氏名、職員との同 て同じ。）の氏名、職員と

居又は別居の別及び職員と の同居又は別居の別及び職

の続柄並びに当該要介護者 員との続柄並びに当該要介

の状態及び具体的な介護の 護者の状態及び具体的な介

内容 護の内容

エ （略） エ （略）

⑵ 状況届を作成する際の参考 ⑵ 状況届を作成する際の参考

例を示せば、別紙第１のとお 例を示せば、別紙第１の２の

りである。 とおりである。

２０ （略） １７ （略）

２１ 規則第４条の４第４項第３ １８ 規則第４条の４第４項第２

号の場合における週休日及び勤 号の場合における週休日及び勤

務時間の割振りの変更は、各省 務時間の割振りの変更は、各省

各庁の長が当該週休日又は当該 各庁の長が当該週休日又は当該

勤務時間を変更しなければ公務 勤務時間を変更しなければ公務



の運営に著しい支障が生ずると の運営に著しい支障が生ずると

認める場合に限るものとし、か 認める場合に限るものとし、か

つ、前項⑴及び⑵に定める基準 つ、前項⑴及び⑵に定める基準

に適合するように行うものとす に適合するように行うものとす

る。この場合において、当該週 る。この場合において、当該週

休日を勤務日とするときは、必 休日を勤務日とするときは、必

要な限度において、その勤務日 要な限度において、その勤務日

とする日以外の日を週休日と とする日以外の日を週休日と

し、又は当該勤務日とする日以 し、又は当該勤務日とする日以

外の日について既に割り振られ 外の日について既に割り振られ

ている勤務時間数を変更するこ ている勤務時間数を変更するこ

とができ、変更日について既に とができ、変更日について既に

割り振られている勤務時間数を 割り振られている勤務時間数を

変更して勤務時間を割り振ると 変更して勤務時間を割り振ると

きは、必要な限度において、当 きは、必要な限度において、当

該変更日以外の日について既に 該変更日以外の日について既に

割り振られている勤務時間数を 割り振られている勤務時間数を

変更して勤務時間を割り振るこ 変更して勤務時間を割り振るこ

とができるものとし、その週休 とができるものとし、その週休

日とする日又は既に割り振られ 日とする日又は既に割り振られ

ている勤務時間数を変更する日 ている勤務時間数を変更する日

の選択及び勤務時間の割振りの の選択及び勤務時間の割振りの

変更に当たっては、できる限 変更に当たっては、できる限

り、職員の希望を考慮するもの り、職員の希望を考慮するもの

とする。 とする。

２２～２４ （略） １９～２１ （略）



２５ 規則第４条の６第２項の状 ２２ 規則第４条の６第２項の状

況変更届については、次に定め 況変更届については、次に定め

るところによる。 るところによる。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 状況変更届を作成する際の ⑵ 状況変更届を作成する際の

参考例を示せば、別紙第１の 参考例を示せば、別紙第１の

２のとおりである。 ３のとおりである。

２６ 各省各庁の長は、勤務時間 ２３ 各省各庁の長は、勤務時間

法第６条第３項の規定により勤 法第６条第３項の規定により勤

務時間を割り振り、又は同条第 務時間を割り振り、又は同条第

４項の規定により週休日を設 ４項の規定により週休日を設

け、及び勤務時間を割り振るこ け、及び勤務時間を割り振るこ

ととした場合には、あらかじめ ととした場合には、あらかじめ

次の事項について職員に周知す 次の事項について職員に周知す

るものとする。周知した事項を るものとする。周知した事項を

変更する場合においても、同様 変更する場合においても、同様

とする。 とする。

⑴ 規則第３条第１項第１号イ （新設）

又は第４条の３第１項第２号

イの規定により各省各庁の長

があらかじめ定める時間

⑵ 規則第３条第１項第１号ロ （新設）

又は第２項第１号イ⑵若しく

は第２号イ⑵の規定により各

省各庁の長があらかじめ定め

る日



⑶～⑸ （略） ⑴～⑶ （略）

⑹ 標準休憩時間 ⑷ 休憩時間

⑺ （略） ⑸ （略）

２７ （略） ２４ （略）

２８ 各省各庁の長は、第２６項 ２５ 各省各庁の長は、第２３項

⑷の時間帯の開始を午前８時よ ⑵の時間帯の開始を午前８時よ

り後に設定し、又は当該時間帯 り後に設定し、又は当該時間帯

の終了を午後８時より前に設定 の終了を午後８時より前に設定

する場合には、当該時間帯及び する場合には、当該時間帯及び

当該開始の時刻又は当該終了の 当該開始の時刻又は当該終了の

時刻とする理由について人事院 時刻とする理由について人事院

に報告するものとする。当該時 に報告するものとする。当該時

間帯によらないこととした場合 間帯によらないこととした場合

においても、同様とする。 においても、同様とする。

第６ 休憩時間関係 第６ 休憩時間関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 各省各庁の長は、規則第７条 ３ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、同条第 第４項の規定に基づき、同条第

１項若しくは第２項の規定によ １項若しくは第２項の規定によ

り休憩時間を正午から午後１時 り休憩時間を正午から午後１時

までの時間帯に置くことにより までの時間帯に置くことにより

当該時間帯における業務を処理 当該時間帯における業務を処理

するために必要な要員の確保が するために必要な要員の確保が

できない場合又は規則第４条の できない場合又は規則第４条の

５の２に規定する職員から、当 ５の２に規定する職員から、当

該時間帯以外の正規の勤務時間 該時間帯以外の正規の勤務時間



の始業の時刻から終業の時刻ま の始業の時刻から終業の時刻ま

での時間帯にも休憩時間を置く での時間帯にも休憩時間を置く

ことについて申出があり、か ことについて申出があり、か

つ、公務の運営に支障がないと つ、公務の運営に支障がないと

認められる場合には、規則第７ 認められる場合には、規則第７

条第１項又は第２項の規定によ 条第１項又は第２項の規定によ

る休憩時間を分割し、次の表の る休憩時間を分割し、次の表の

上欄に掲げるこれらの規定によ 上欄に掲げるこれらの規定によ

る休憩時間の区分に応じて、正 る休憩時間の区分に応じて、正

午から午後１時までの時間帯に 午から午後１時までの時間帯に

同表の中欄に掲げる休憩時間を 同表の中欄に掲げる休憩時間を

置き、かつ、当該時間帯以外の 置き、かつ、当該時間帯以外の

正規の勤務時間の始業の時刻か 正規の勤務時間の始業の時刻か

ら終業の時刻までの時間帯に同 ら終業の時刻までの時間帯に同

表の下欄に掲げる休憩時間を置 表の下欄に掲げる休憩時間を置

くことができる。この場合にお くことができる。この場合にお

いて、当該時間帯に、連続する いて、当該時間帯に、連続する

正規の勤務時間が４時間３０分 正規の勤務時間が４時間３０分

を超えないようにしなければな を超えないようにしなければな

らない。 らない。

（表略） （表略）

４ 各省各庁の長は、規則第７条 ４ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、勤務時 第４項の規定に基づき、勤務時

間法第６条第２項の規定により 間法第６条第２項の規定により

割り振られた勤務時間が７時間 割り振られた勤務時間が７時間

４５分である場合において、規 ４５分である場合において、規



則第７条第１項第２号の休憩時 則第７条第１項第２号の休憩時

間を置くだけでは次に掲げる場 間を置くだけでは次に掲げる場

合に該当することとなるとき 合に該当することとなるとき

は、それぞれ次に定める範囲内 は、それぞれ次に定める範囲内

において、当該休憩時間を延長 において、当該休憩時間を延長

することができる。この場合に することができる。この場合に

おいては、始業の時刻は午前５ おいては、始業の時刻は午前７

時以後に、終業の時刻は午後１ 時以後に、終業の時刻は午後１

０時以前に設定するものとす ０時以前に設定するものとす

る。 る。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 小学校就学の始期に達する ⑵ 小学校就学の始期に達する

までの子若しくは小学校、義 までの子若しくは小学校、義

務教育学校の前期課程若しく 務教育学校の前期課程若しく

は特別支援学校の小学部に就 は特別支援学校の小学部に就

学している子を養育する職員 学している子を養育する職員

又は勤務時間法第２０条第１ 又は勤務時間法第２０条第１

項に規定する要介護者（別紙 項に規定する要介護者（別紙

第１及び別紙第１の２を除 第１の２及び別紙第１の３を

き、以下「要介護者」とい 除き、以下「要介護者」とい

う。）を介護する職員につい う。）を介護する職員につい

て、当該養育又は当該介護を て、当該養育又は当該介護を

行うために必要な時間を確保 行うために必要な時間を確保

できない場合（当該休憩時間 できない場合（当該休憩時間

の延長について当該職員から の延長について当該職員から

申出があり、かつ、公務の運 申出があり、かつ、公務の運



営に支障がないと認められる 営に支障がないと認められる

場合であって、当該休憩時間 場合であって、当該休憩時間

の直前又は直後に在宅勤務を の直前又は直後に在宅勤務を

行うときに限る。） 当該養 行うときに限る。） 当該養

育又は当該介護に要する時間 育又は当該介護に要する時間

を超えない範囲内 を超えない範囲内

⑶ （略） ⑶ （略）

５ 各省各庁の長は、規則第７条 ５ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、次に掲 第４項の規定に基づき、次に掲

げる場合に該当する職員から申 げる場合に該当する職員から申

出があり、かつ、公務の運営に 出があり、かつ、公務の運営に

支障がないと認められるとき 支障がないと認められるとき

は、同条第１項第２号の休憩時 は、同条第１項第２号の休憩時

間を、当該休憩時間が６０分と 間を、当該休憩時間が６０分と

されている場合にあっては４５ されている場合にあっては４５

分又は３０分、４５分とされて 分又は３０分、４５分とされて

いる場合にあっては３０分に短 いる場合にあっては３０分に短

縮することができる。 縮することができる。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

６ 各省各庁の長は、規則第７条 ６ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、規則第 第４項の規定に基づき、規則第

４条の５の２に規定する職員か ４条の５の２に規定する職員か

ら申出があり、かつ、公務の運 ら申出があり、かつ、公務の運

営に支障がないと認められる場 営に支障がないと認められる場

合には、第３項又は規則第７条 合には、第３項又は規則第７条

第１項若しくは第２項の規定に 第１項若しくは第２項の規定に



より正午から午後１時までの時 より正午から午後１時までの時

間帯に置く休憩時間に加え、当 間帯に置く休憩時間に加え、当

該時間帯以外の正規の勤務時間 該時間帯以外の正規の勤務時間

の始業の時刻から終業の時刻ま の始業の時刻から終業の時刻ま

での時間帯に３０分又は１５分 での時間帯に３０分又は１５分

の休憩時間を置くことができ の休憩時間を置くことができ

る。この場合において、勤務時 る。この場合において、勤務時

間法第６条第２項の規定により 間法第６条第２項の規定により

勤務時間を割り振られた職員の 勤務時間を割り振られた職員の

始業の時刻は午前５時以後に、 始業の時刻は午前７時以後に、

終業の時刻は午後１０時以前に 終業の時刻は午後１０時以前に

設定するものとする。 設定するものとする。

７ （略） ７ （略）

８ 規則第７条第４項後段の規定 （新設）

による休憩時間は、申告をした

職員の業務内容、勤務する部局

又は機関の他の職員の勤務時間

帯、標準休憩時間等を考慮して

公務の運営に必要と認められる

範囲内で、申告とは異なった始

まる時刻又は終わる時刻を設定

することにより置くものとし、

当該始まる時刻又は終わる時刻

の設定に当たっては、できる限

り、職員の希望を考慮するもの

とする。



９ 休憩時間申告簿は、各省各庁 （新設）

の長が作成し、次に掲げる記載

事項の欄を設けるものとする。

⑴ 職員の氏名

⑵ 申告の対象とする期間

⑶ 休憩時間の始まる時刻及び

終わる時刻又はこれに代わる

休憩時間の形態

⑷ 本人の確認

⑸ 申告年月日

第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並 第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並

びに超勤代休時間の指定関係 びに超勤代休時間の指定関係

１～２１ （略） １～２１ （略）

２２ 超勤代休時間指定簿の様式 ２２ 超勤代休時間指定簿の様式

は別紙第１の３のとおりとす は別紙第１の４のとおりとす

る。ただし、別紙第１の３の様 る。ただし、別紙第１の４の様

式に記載することとされている 式に記載することとされている

事項が全て含まれている場合に 事項がすべて含まれている場合

は、各省各庁の長は、別に様式 には、各省各庁の長は、別に様

を定めることができる。 式を定めることができる。

２３ （略） ２３ （略）



別紙第１（その１）（別紙を削る）



別
紙
第
１

（そ
の
２

）

（別
紙
を
削
る

）



別
紙
第
１

（そ
の
３

）

（別
紙
を
削
る

）



別紙第１ 別紙第１の２

（略） （略）

別紙第１の２ 別紙第１の３

（略） （略）

別紙第１の３ 別紙第１の４

（略） （略）

以 上


